
各　位

　株式会社豊工業所と赤穂市は、赤穂市内における地震、風水害、その他の災害が発生

した場合における応急対策業務の実施に関し、下記の通り協定を締結しましたので、

お知らせします。

１．締結日

2025年1月14日

２．協定内容

(１)災害時における復旧作業等に必要な建設資機材等の提供

(２)その他、赤穂市が必要と認める緊急応急作業

2025年1月20日

株式会社豊工業所

赤穂市との協定締結について

記

以上


